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Ⅰ はじめに 

 

 人口減少や少子高齢化が進む中、地域の課題を解決するだけでなく、地域の

活力を維持し地方創生を推進していくためには、様々な分野でデジタル技術を

積極的に活用し、Society5.0 時代にふさわしい仕組みづくりを推進する必要が

ある。 

 

 本県では、日々進歩するデジタル技術の急速な展開を的確に捉え、戦略的に

取り組むため、今年度、総合政策部内に「デジタル戦略室」を設置し、全県的

なデジタル化を推進するとともに、経営管理部内に「行政改革ＩＣＴ推進課」

を設置し、ＩＣＴ等の活用による業務の効率化に取り組むこととしている。 

 

このような中、本県独自のデジタル戦略を策定するとしているが、戦略の策

定に当たっては、本県を取り巻く社会経済環境の変化などにしっかりと向き合

い、デジタル化の向かうべき方向を県民に分かりやすく示していく必要がある

ことから、本委員会では、「デジタル戦略の策定」を特定テーマに選定し、本

テーマについて調査・研究を行うこととした。 

 

 特定テーマの調査・研究に当たっては、オンライン会議により先進自治体や

民間事業者の具体的な取組状況等について調査するとともに、委員間討議を実

施するなど積極的な活動を行ってきた。 

  

本報告書は、こうした本委員会における調査研究活動の成果をまとめたもの

である。 
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Ⅱ 委員会の活動状況 

 

１ 令和２(2020)年４月 20 日（月） 【第１回委員会】 

特定テーマを「デジタル戦略の策定について」とした。 

 （調査・研究する事項） 

  ・デジタル化による社会状況の変化 

  ・国のデジタル化の推進 

・県の取組の状況 

  ・民間事業者や他県における取組 

 

２ 令和２(2020)年５月 15 日（金） 【第２回委員会】 

 (1) 執行部から、県の取組の状況等について聴取し、質疑を行った。 

  （調査項目） 

   ・デジタル戦略（仮称）の策定について 

   ・ＩＣＴの活用による省力化・効率化の取組状況 

 (2) 執行部からの聴取の状況を踏まえて、委員間討議を行った。 

 

３ 令和２(2020)年６月４日（木） 【第３回委員会】 

 (1) 執行部から、県の取組の状況等について聴取し、質疑を行った。 

  （調査項目） 

   ・令和２年度とちぎＩＣＴ推進アクションプラン（案）について 

 (2) 執行部からの聴取の状況を踏まえて、委員間討議を行った。 

 

４ 令和２(2020)年６月 17 日（水） 【第４回委員会】 

栃木県庁において、調査会議をオンラインにて実施し、次の民間事業者から

各事業者の取組について説明を受け、質疑を行った。 

・ＮＴＴコムウェア株式会社（東京都港区） 

「Smart World/Society5.0実現に向けた取組」について 

・株式会社ＴＫＣ（宇都宮市） 

「行政サービスのデジタル化と当社の取組」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ＮＴＴコムウェア株式会社との調査会議の

様子》 

 

《株式会社ＴＫＣとの調査会議の様子》 
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５ 令和２(2020)年７月８日（水） 【第５回委員会】 

宇都宮市内において、調査会議をオンラインにて実施し、他県の取組につい

て説明を受け、質疑を行った。 

・愛媛県 企画振興部 政策企画局 総合政策課 デジタル戦略室 

「愛媛県におけるデジタル化の取組」について 

・広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム 地域産業デジタル化推進担当 

「ひろしまサンドボックス」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 令和２(2020)年９月７日（月） 【第６回委員会】 

(1) 執行部から、県の取組の状況等について聴取し、質疑を行った。 

（調査項目） 

・デジタル戦略（仮称）の骨子案について 

(2) 執行部からの聴取の状況を踏まえて、委員間討議を行った。 

 

７ 令和２(2020)年９月 30 日（水） 【第７回委員会】 

 報告書骨子案について検討を行った。 

 

８ 令和２(2020)年 10 月 20 日（火） 【第８回委員会】 

 報告書案について検討し決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《愛媛県との調査会議の様子》 《広島県との調査会議の様子》 
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Ⅲ 現状 

 

 我が国では昭和から平成にかけて、様々な分野でデジタル化が進んできた。 

家庭では、炊飯器や洗濯機などの家電の分野においてデジタル化が進展し、1990

年代後半にはパソコンの、2000 年頃からはインターネットと接続する機能を有

するＩｏＴ家電の普及が進んだ。さらに、2010 年代にはスマートフォンの普及

が急速に進み、2018 年には約８割の世帯がスマートフォンを保有している。 

 また、ビジネスシーンにおいても、昭和から平成にかけてロボットによる自

動生産などが進み、2000 年頃からはＩｏＴを利用したデータの活用などによる

業務の効率化、2015 年頃からはＡＩを活用したサービスが登場している。 

 このように、ＩｏＴやＡＩなどデジタル化の進展は、私たちの生活を大きく

改善してきた。今後は少子高齢化による労働力不足や医療需要増大、介護負担

増等の様々な社会課題の解決にも寄与するよう、更なるデジタル化の進展が期

待されている。 

 

１ 県の取組 

県では、ＩＣＴ施策を計画的、総合的に推進していくための指針として「と

ちぎＩＣＴ推進プラン 2016～2020」を策定し、「ＩＣＴを活用した県民の利便

性の向上と活力の創出」及び「ＩＣＴを活用した行政運営の効率化」の実現に

よる「県民のくらしの質の向上」を目指し、ＩＣＴの新たな動向を積極的に取

り入れながら様々な施策を展開してきた。また、今年度は「栃木県情報化推進

本部」を改編し、「栃木県 Society5.0 戦略本部」を立ち上げたほか、総合政策

部内に「デジタル戦略室」を設置し、全県的なデジタル化を推進するとともに、

経営管理部内に「行政改革ＩＣＴ推進課」を設置し、ＩＣＴ等の活用による業

務の効率化に取り組んでいる。 

 

(1)ＩＣＴを活用した県民の利便性の向上と活力の創出 

   ブロードバンドなどの情報通信基盤を、県民の視点に立って有効に活用す

るとともに、地域における課題に対応するため、新たな技術等も踏まえ、教

育や防災など様々な分野において、ＩＣＴを活用した取組を進めている。 

また、ＩＣＴの利活用が困難な県民にも配慮しながら、ＩＣＴを適正・有

効に活用するための取組を進めている。 

 

(2)ＩＣＴを活用した行政運営の効率化  

  効率的な行政運営を行うため、情報システムやサーバ等機器の集約による

利便性の向上や経費削減を図るとともに、ＩＣＴの利活用拡大による業務の

省力化・効率化等に取り組んでいる。 

  また、情報セキュリティ対策として、自己点検、第三者機関による外部監

査、情報セキュリティに関する職員研修の実施のほか、「栃木県情報セキュ

リティ委員会」を設置し、県庁全体の情報セキュリティの徹底を図っている。 
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  さらに、災害や大規模な通信障害等により情報システムやネットワークに

被害を受けた場合においても、業務の実施・継続ができるよう定期的に訓練

等を実施するなど、災害等に備えた取組を進めている。 

 

２ 国、他県及び民間事業者の取組事例 

 

(1)国の取組等 

デジタル化の推進は、我が国が抱えてきた多くの課題の解決、そして今後

の経済成長にも資するとして、第５世代移動通信システム（５Ｇ）や光ファ

イバ等の全国展開などによるSociety5.0を支えるＩＣＴインフラの整備促進、

手続きのオンライン化をはじめとしたＩＣＴによる行政の高度化・効率化、

テレワーク・サテライトオフィスの推進による多様な働き方の実現などに取

り組んでいる。 

また、経済財政運営と改革の基本方針 2020（骨太の方針）において、デジ

タル化の遅れや課題を徹底して検証・分析し、この１年を集中改革期間とし

て、改革を強化・加速するとともに、関係府省庁の政策の実施状況、社会へ

の実装状況を進捗管理するとしており、デジタル・ガバメントの断行、デジ

タルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進等を図ることとしている。 

さらに、今年９月には、行政サービスのデジタル化を一元的に担う「デジ

タル庁」の創設に向けデジタル庁準備室を発足させ、デジタル化の推進を更

に加速させている。 

 

 (2)他県の取組事例 

  ア 愛媛県 

平成 30(2018)年度に全国に先駆けデジタルマーケティングを担う部署を

設置し、デジタルマーケティングを活用し、インバウンド誘客促進、サイ

クリスト誘致促進、県産品の販売促進などに取り組んだ結果、認知獲得や

認知度の更なる向上、来訪意欲の醸成、ＥＣビジネス機会の創出及び販路

拡大などにつながっている。 

また、今年度、各部局長等で構成するデジタル総合戦略本部を設置し、

デジタル総合戦略を策定するとともに、デジタル化施策も戦略的に推進す

るほか、デジタル人材の育成等に取り組んでいる。 

 

  イ 広島県 

イノベーション立県に向け、平成 29(2017)年にスタートアップ企業への

強力な支援などを行う「イノベーション・ハブ・ひろしまＣａｍｐｓ」、

産学官連携によるスパコン共同利用や人材育成などを行う「ひろしまデジ

タルイノベーションセンター」を開設した。また、平成 30(2018)年からは、

技術やノウハウを保有する県内外の企業や人材を呼び込み、様々な産業・
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地域課題の解決をテーマとして共創で試行錯誤できるオープンな実証実験

の場として、「ひろしまサンドボックス」などに取り組んでいる。 

特に、「ひろしまサンドボックス」では、地域課題解決のための自由提

案型や行政提案型の実証プロジェクト、ＡＩ人材開発プラットフォーム「ひ

ろしまＱｕｅｓｔ」を活用した人材育成や多岐にわたるオープンイノベー

ションを活用した取組などを行っている。 

 

 (3)民間企業の取組事例 

  ア ＮＴＴコムウェア株式会社（東京都港区） 

Society5.0 の実現に向けて、ＤＸによる社会的課題の解決を目指し、自

治体や他企業等と共同・連携しながら様々な取組を推進している。 

自治体と連携した取組としては、インバウンドに関わる様々な業界や自

治体の保有するデータを活用した業界横断のデータ利活用プラットフォー

ムの構築による観光振興の実現や、ＡＩを活用した道路保全の効率化など

に取り組んでいるほか、行政手続のデジタル化に向けた共通プラットフォ

ームの整備により、住民や事業者の利便性向上及び自治体業務の効率化な

どに寄与している。 

 

イ 株式会社ＴＫＣ（宇都宮市） 

地方公共団体の行政効率向上のため受託する計算センターの経営などを

行っており、クラウドサービスを利用した地方税電子申告支援サービスや

基幹業務システムなどを全国で 1,000 以上の自治体に提供している。 

現在、行政サービスの完全オンライン化に向けて、窓口からの段階的な

デジタル化を行うシステム構築に取り組んでいる。 

県内では、真岡市において、住所異動などの手続きで来庁した人に、専

用の端末を使って簡単な質問に答えてもらうだけで、国民健康保険や児童

手当といった他に必要な手続きを表示するとともに、情報連携により複数

の申請書に繰り返し書く手間を省ける「かんたん窓口システム」を提供し

ており、来庁者の負担や待ち時間の削減や職員の業務能率向上に寄与して

いる。 
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Ⅳ 課題 

 

 先述のとおり、本県では、ＩＣＴの新たな動向を積極的に取り入れながら様々

な施策を展開するとともに、市町等や企業とも連携しデジタル化の推進を図っ

ているが、少子高齢化に伴う労働力不足や医療需要増大、介護負担増及び激甚

化する自然災害等に加えて、新型コロナウイルス感染症を踏まえた新しい生活

様式への対応など地域課題が山積している。 

 そのため、デジタル技術をより積極的に活用して地域課題を解決し、県民の

クオリティオブライフ（ＱＯＬ）向上につなげていく仕組みづくりが必要であ

る。 

 

１ デジタル技術の活用による地域課題の解決 

 上述のような様々な地域課題は、行政の力のみでは解決することができない。

地域課題を有する者と、デジタル技術等による課題解決の手法を有する者との

マッチングを行うなど、様々な主体が関与しながら、県全体で解決を目指して

いくことが必要である。 

 

２ デジタル社会を支えるための情報基盤の強化等 

本県のデジタル化施策を推進するために必要なブロードバンドや移動通信ネ

ットワークなどの情報通信基盤の整備についてはほぼ完了したが、５Ｇのサー

ビスを支える民間移動体通信事業者による特定基地局の整備が求められている。 

また、サイバー攻撃等による個人情報の大量流出事件などが官民問わず発生

する中、更なる情報セキュリティ対策の強化が必要であるとともに、県民がイ

ンターネットを利用した犯罪に巻き込まれないことも重要である。 

さらに、テレワークなど新型コロナウイルス感染症を踏まえた新しい生活様

式への対応も求められている。 

 

３ デジタル社会における人材の確保・育成等 

デジタル社会においては、ＡＩによるデータ分析、それらを様々な分野に利

活用できるデジタル人材の確保・育成が肝要であるが、それらの人材は不足し

ており、育成環境等も十分とは言えない。 

また、デジタル化の効果を最大限に発揮するためには、県民のデジタル社会

に対する理解が重要であるが、十分に理解されているとは言えず、データ等に

対するデジタルリテラシーも高いとは言えない。 

さらに、市町間においてもデジタル化の進展や意識・取組における格差があ

り、デジタルデバイドの解消が重要であることから、県における更なる取組が

求められている。 

 

 

 



- 8 - 

 

４ デジタル技術を活用した行政事務の効率化 

本県では、効率的な行政運営を行うため、ＡＩを搭載したツールやＲＰＡの

利活用、タブレット端末の導入、ペーパーレスの推進、ビックデータの活用等

ＩＣＴを活用して働き方改革や業務効率化に取り組んでいる。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況下における働き方の多様

化なども含め、今後は、テレワークや行政手続のオンライン化の推進及びＩＣ

Ｔを活用した業務効率化の推進、オープンデータのより一層の質と量の向上、

県庁内のデータサイエンティストの育成等に取り組むことが求められている。 

また、デジタル技術を活用した行政課題の解決に当たっては、県だけで解決

しようとせず、国・市町・民間事業者等と連携して取り組む必要がある。 
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Ⅴ 提言 

 

 デジタル技術をより積極的に活用して地域課題を解決し、県民のＱＯＬ向上

につなげていく仕組みづくりが必要であることは先述のとおりだが、このよう

な状況を踏まえ、県は今年度、本県独自のデジタル戦略を策定するとしている。 

 冒頭に述べたように、戦略の策定に当たっては、本県を取り巻く社会経済環

境の変化などにしっかりと向き合い、専門家も積極的に活用しながら、デジタ

ル化の向かうべき方向を県民に分かりやすく示していく必要があることから、

本委員会では、以下のとおり提言する。 

 なお、なじみのない言葉については用語集等で説明し、他の意味と混同しや

すい言葉の使用は控えるなど、県民に分かりやすい戦略となるよう留意するこ

とが必要である。 

 

１ デジタル技術の活用による地域課題の解決 

○ 他県の先行事例等も参考として、様々な主体が協働しながらデジタル技

術の活用により地域課題を解決する仕組みづくりに取り組むこと。 

 

２ デジタル社会を支えるための情報基盤の強化等 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や新しい生活様式により、テ

レワークを導入する事業者が増加している。テレワークの推進やサテライ

トオフィスの設置は関係人口の創出や本県へのＵＩＪターンにもつながる

ため、本県がテレワークを行う場所として選ばれるよう官民が連携して、

情報基盤の環境整備に取り組むこと。 

 

○ 個人情報の流出などのおそれがなく、誰もが安全・安心にインターネッ

ト等を活用できるように、警察や民間事業者などと連携し、サイバー攻撃

等に迅速に対応するためのセキュリティ対策の強化に取り組むこと。 

 

○ 児童生徒のインターネットの適切な利用に関する取組を推進するととも

に、高齢者をはじめとする県民がインターネットを利用した犯罪に巻き込

まれないような取組を推進すること。 

 

３ デジタル社会における人材の確保・育成等 

○ 地域課題を解決していくためには、大量のデータを分析し、それを施策

に生かしていくことが重要であり、このプロセスを担うデータサイエンテ

ィストの確保・育成を推進すること。 

 

○ 多くの県民がデジタル技術の利便性を実感できるような取組を検討する

とともに、県民のデジタルリテラシーの向上に取り組むこと。 
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また、居住する地域等によって格差が生じないよう、市町間のデジタル

デバイド対策にも取り組むこと。 

 

４ デジタル技術を活用した行政事務の効率化 

○ 少子高齢化が進行し労働人口が減少していく中、限りある財源と人員で

行政課題や業務に対応していくため、ＲＰＡやＡＩなどデジタル技術の活

用による業務の効率化を一層進めていくとともに、行政手続のオンライン

化の更なる推進など、デジタル県庁の取組を加速させること。 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた新しい生活様式に対応

するため、県庁内のインフラ基盤の整備を推進するとともに、テレワーク

等に対応できる取組を進めること。 

 

○ オープンデータのより一層の活用を図るためには、アクセスできるデー

タの量も重要であるが、利用者が求める情報であることなどデータの質も

重要であるため、官民が連携しオープンデータの量及び質の向上に取り組

むこと。 

 

○ 県が地域課題の解決に重要な役割を果たすため、多種多様なデータを解

析して論理的な視点で解決策を導き出す、合理的な施策立案の方法を検討

すること。 

 

 ○ 行政課題の解決に当たっては、県だけで解決しようとせず、国・市町・

民間事業者等と連携・協働して取り組むこと。 
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Ⅵ おわりに   

 

本委員会では、「デジタル戦略の策定」をテーマに、近年のＡＩやＩｏＴ等

のデジタル技術の急速な進展や国の動向などを見定めるとともに、他県や民間

企業の先進事例の調査などをオンラインにより行ってきた。 

  

デジタル技術は、地域課題の解決や県民のＱＯＬ向上、行政事務の効率化な

どに必要不可欠であり、オープンデータの活用などは、県民や民間事業者等と

の協働による新たな経済活動の機会を生み出すなど、地域の活力の向上につな

がるものと期待している。また、新型コロナウイルス感染症に端を発する課題

についても、デジタル技術の活用により解決されることを期待している。 

 

また、県民がデジタル化から取り残されない、デジタル化による不利益を受

けない社会を目指すため、今年度策定するデジタル戦略に、本委員会の提言を

反映させることによって、県民福祉の向上を望むものである。 

  

なお、厳しい行財政環境ではあるが、予算や組織体制等においても格段の配

慮を求め、本報告書の提言等が県政において十分に反映されることを強く期待

するものである。 

 

 最後に、本委員会の調査研究活動に御協力をいただいた関係者の皆様に感謝

を申し上げ、本委員会の報告とする。 
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用語名 意味 出典

AI
(Artificial
Intelligence)

人工知能のこと。
人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び当
該機能の活用に関する技術であり、具体的には以下の領域で実用化が
進んでいる。
「識別」･･･音声認識、画像認識、言語解析
「予測」･･･数値予測、マッチング、ニーズ予測
「実効」･･･デザイン、行動最適化、作業の自動化

総務省「平成
28年度情報
通信白書」

EC
(Electronic
Commerce)
(eコマース)

データ通信やコンピュータなど電子的な手段を介して行う商取引の総
称。狭義にはインターネットを通じて遠隔地間で行う商取引を指す。より
狭義には、Webサイトなどを通じて企業が消費者に商品を販売するネット
通販（オンラインショップ）を指す場合もある。

IT用語辞典
HP

ICT
(Information
and
Communicatio
ns
 Technology)

情報通信技術のこと。
誰でも何でも簡単にインターネットに接続することにより多様で自由かつ
便利なコミュニケーションが実現するという概念である。
パソコンやスマートフォンは代表的なＩＣＴツールである。

総務省「平成
17年度ＩＣＴ
政策大綱」

IoT
(Internet of
Things)

自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつなが
り、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等
が進展し、新たな付加価値を生み出すというコンセプトを表した語であ
る。

※１

ITリテラシー
（ＩＣＴリテラ
シー、デジタ
ルリテラ
シー）

情報機器やネットワークを利用して集めた情報を、自分の目的に沿って
活用ができる能力のこと。
広義では情報収集や情報評価、発信、情報処理に関する総合的な知
識に関する能力を指す用語。

KDDI HP等

Society 5.0
サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムによ
り、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会
（Society）

内閣府HP

RPA
(Robotic
Process
 Automation)

業務効率化のためコンピュータ等に自動処理をさせるシステムのことで
ある。
例えば毎日一定時刻、決まったメンバーに特定のファイルを添付して
メールを送る等の作業がある場合、RPA化すれば当該作業は自動化さ
れ、職員の作業時間が大幅に削減される。

※１

Ⅸ　用語集

※１　世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（令和元年６月14日閣議決定）用語集より抜粋
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用語名 意味 出典

５G

「超高速」だけでなく、「多数接続」「超低遅延」といった特徴を持つ次世
代の移動通信システムのこと。
我が国においては、平成31年４月に周波数割当を実施し、令和２年か
ら商用化されている。
現行４G（LTE） と比べて10倍の接続機器数（100万台/km2）、10倍以
上の通信速度などが要求条件とされており、世界各国でも実現に向けた
取組が本格化している。

総務省「令和
２年版情報
通信白書」第
１章第１節

オープンデー
タ

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰も
がインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）できる
よう、
①営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用され
たもの、
②機械判読に適したもの、
③無償で利用できるもの、
といういずれの項目にも該当する形で公開されたデータのこと。

※１

クラウド
（クラウドサー
ビス）

インターネット経由でコンピュータ等で使用する様々な機能を時間、端末
を問わずに利用するサービスの総称。必要なときに必要なだけ使えばよ
いため、コスト削減にも寄与。
【代表例】
オンラインストレージ：インターネット経由でクラウド上にデータを大量に保
存できるサービス。
例えばデータを持ち歩かなくてもクラウドに保存した写真や文章を出先で
携帯にダウンロードして、相手方に見せながら説明することが可能にな
る。（google drive等）

アマゾンウェ
ブサービス

デジタルトラン
スフォーメー
ション（DX）

将来の成長、競争力強化のために、デジタル化により「新たなビジネス・
モデル」等を創出すること。

※１

デジタルデバ
イド

インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できな
い者との間に生じる格差のこと。

※１

デジタル
マーケティン
グ

デジタルデータを組み合わせてマーケティング（消費者が商品を購入す
るまでに、企業が行う取り組みや働きかけ）を行うこと。
具体的には、どのような記事や商品ページを見ているかが分かるweb行
動データや、どのようなエリアで行動しているかが分かる位置情報デー
タ、ポイントカードの利用履歴などに紐付いた購買データなどを元に、「広
告を見た人がどんな反応したのか」「反応に合わせて、次にどのようなア
プローチをするか」を想定し、商品購入に結びつけるようなアプローチを
行うことができる。

電通デジタル
HP

ビッグデータ

ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデータ間の関係性な
どを分析することで新たな価値を生み出す可能性のあるデータ群のこ
と。
例えば、利用者が急激に拡大しているソーシャルメディア内のテキスト
データ、携帯電話・スマートフォンに組み込まれたGPS（全地球測位シス
テム）から発生する位置情報等がある。

※１

※１　世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（令和元年６月14日閣議決定）用語集より抜粋
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用語名 意味 出典

プラットフォー
ム

ITの分野では、ある機器やソフトウェアを動作させるのに必要な、基盤と
なる装置やソフトウェア、サービス、あるいはそれらの組み合わせ（動作
環境）のことをプラットフォームという。

IT用語辞典
HP
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